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○釧路市保育に関する条例施行規則  

平成１７年１０月１１日  

釧路市規則第１０５号  

改正  平成１７年１２月２１日規則第２８３号  

平成１８年３月３１日規則第５６号  

平成１８年６月９日規則第６２号  

平成１９年１月１１日規則第１号  

平成１９年２月２１日規則第６号  

平成１９年３月３０日規則第３７号  

平成１９年６月１４日規則第８２号  

平成２０年３月３１日規則第２３号  

平成２０年６月１３日規則第５３号  

平成２０年８月２０日規則第５６号  

平成２０年１０月２日規則第６４号  

平成２１年３月３１日規則第２４号  

平成２１年６月４日規則第４０号  

平成２１年８月７日規則第４７号  

平成２２年３月３１日規則第２１号  

平成２２年６月７日規則第４７号  

平成２３年３月３１日規則第２９号  

平成２３年６月７日規則第４３号  

平成２４年３月３１日規則第１９号  

平成２５年３月２９日規則第１６号  

平成２５年７月３１日規則第３８号  

平成２６年３月３１日規則第１６号  

平成２６年７月１日規則第３６号  

平成２６年９月３０日規則第３８号  

平成２６年９月３０日規則第３９号  

平成２６年１２月３０日規則第４６号  

平成２７年３月３１日規則第２１号  

平成２８年３月３１日規則第２７号  

平成２９年１月６日規則第１号  

平成２９年３月３１日規則第７号  

平成２９年６月２３日規則第１９号  

平成２９年１２月１日規則第２６号  

平成３０年３月３０日規則第１７号  

平成３０年８月３１日規則第３６号  

平成３１年３月２９日規則第１３号  

令和元年９月２７日規則第１０号  

令和３年３月３１日規則第１５号  
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第１章 総則（第１条）  

第２章 市立保育所等  

第１節 市立保育所（第２条・第３条）  
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第２節 特別保育施設（第４条・第５条）  

第３章 保育所において行う保育等  

第１節 保育所において行う保育（第６条―第１３条）  

第２節 特別保育施設への入所（第１４条）  

第３節 感染症等（第１５条）  

第４章 保育に係る利用者負担額等（第１６条・第１７条）  

第５章 特別保育事業  

第１節 一時預かり事業（第１８条）  

第２節 休日保育事業（第１９条・第２０条）  

第３節 延長保育事業（第２１条・第２２条）  

第４節 特別保育料（第２３条）  

第６章 雑則（第２４条）  

附則  

第１章 総則  

（趣旨）  

第１条 この規則は、釧路市保育に関する条例（平成１７年釧路市条例第１

０２号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるも

のとする。  

第２章 市立保育所等  

第１節 市立保育所  

（市立保育所の入所定員）  

第２条 条例第３条の市立保育所の入所定員は、次のとおりとする。  

保育所の名称  入所定員（人）  

釧路市立桜ケ岡保育園  ６０  

釧路市立新富士保育園  ９０  

釧路市立鳥取保育園  ９０  

釧路市立芦野保育園  ７５  

（市立保育所の保育時間等）  

第３条 前条の市立保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。た

だし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。  

（１） 保育時間  午前７時３０分から午後６時３０分まで  

（２） 休所日  日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日、１月２日、１月３日及び１２月２９日から１

２月３１日までの日  

２  市長は、第１５条第１号に定める感染症の発生を予防し、又はまん延を

防止するため必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休所

することができる。  

第２節 特別保育施設  

（特別保育施設の入所定員）  

第４条 特別保育施設（条例第４条の特別保育施設をいう。以下同じ。）の

入所定員は、次のとおりとする。  

特別保育施設の名称  入所定員（人）  

釧路市立仁々志別保育所  ３０  

（特別保育施設の開設期間等）  

第５条 特別保育施設の保育時間及び休所日は、地域の実情を勘案して市長
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が別に定める。  

第３章 保育所において行う保育等  

第１節 保育所において行う保育  

（保育所において行う保育）  

第６条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

２４条第１項の規定により、保育所において行う保育は、市立保育所に入

所させて行うほか、市が保育所において行う保育を委託する法第３５条第

４項の規定により設置された保育所に入所させて行うものとする。  

２  前項の保育所の名称、入所定員及び位置は、次のとおりである。  

名称  入所定員（人）  位置  

釧路第１福ちゃん保育園  ６０  釧路市緑ケ岡２丁目２７番

２号  

釧路第２福ちゃん保育園  ６０  釧路市白樺台２丁目３番８

号  

釧路旭夜間保育園  ３０  釧路市旭町１２番２号  

昭和どんぐりの家保育園  ６０  釧路市昭和中央５丁目６番

９号  

治水どんぐりの家保育園  ７５  釧路市暁町６番７号  

（保育所への入所申込み）  

第７条 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以

下「府令」という。）第１条の５各号に掲げる事由により家庭において必

要な保育を受けることが困難な児童について、保育所において行う保育を

希望する保護者は、入所を希望する保育所その他必要な事項を記載した保

育所入所申込書（以下「入所申込書」という。）及び市長が必要と認める

書類を市長に提出しなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、保育所において行う保育を希望する保護者は、

入所申込書等の提出を保育所に依頼して行うことができる。  

（保育所入所承諾等）  

第８条 市長は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を

記載した入所申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所に

おける適切な保育が困難となることその他やむを得ない理由がある場合に

おいては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができ

る。  

２  市長は、保育所への入所を承諾したときは、保育所入所承諾書により、

その児童の保護者及び入所させる保育所の長に通知するものとする。  

３  市長は、保育所への入所を承諾しなかったときは、保育所入所不承諾通

知書により、その児童の保護者に通知するものとする。  

（保育所において保育を行う期間）  

第９条 保育所において保育を行う期間は、小学校就学始期に達するまでの

府令第１条の５各号に掲げる事由の期間とする。  

（書類の提出）  

第１０条  保育所において行う保育を受けている児童（以下「入所児童」と

いう。）の保護者で引き続き翌年度も保育所において行う保育を希望する

ものは、毎年１月２０日から２月１０日までの間に、所得を証明する書類

その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。  
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２  市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する提出期間を変更す

ることができる。  

（保育所において行う保育の解除）  

第１１条  市長は、入所児童について、府令第１条の５各号に掲げる事由に

該当しなくなったことにより保育所において行う保育を解除し、又は条例

第５条の規定に該当することにより入所を制限することとなった場合には、

保育所において行う保育の解除通知書により、入所児童の保護者及び入所

させた保育所の長に通知するものとする。  

（入所している保育所の変更）  

第１２条  入所している保育所を変更しようとする入所児童の保護者は、保

育所変更申込書により市長に申し込まなければならない。  

２  第８条の規定は、前項の規定による申込みがあった場合にこれを準用す

る。  

（届出）  

第１３条  入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速

やかに市長にその旨を届け出なければならない。  

（１） 府令第１条の５各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。  

（２） 入所児童、保護者又は扶養義務者の住所又は身上に異動を生じた

とき。  

第２節 特別保育施設への入所  

（特別保育施設への入所）  

第１４条  特別保育施設への入所手続等については、市長が別に定める。  

第３節 感染症等  

（感染症等）  

第１５条  条例第５条第１号の感染症又は疾患は、次に掲げるものとする。  

（１） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症  

（２） 前号に定めるもののほか、医師が診断した結果特に支障があると

認めたもの  

第４章 保育に係る利用者負担額等  

（保育に係る利用者負担額等）  

第１６条  条例第６条第１項の規則で定める利用者負担額は、次の各号の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。  

（１） 次のア又はイに掲げる利用者負担額  子ども・子育て支援法の施

行等に関する規則（平成２６年釧路市規則第４２号）第４条第１項に定

める額  

ア  満３歳以上保育認定子ども（子ども・子育て支援法施行令（平成２

６年政令第２１３号。以下「政令」という。）第４条第１項第２号に

掲げる教育・保育給付認定子ども（子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定子ど

もをいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）が受ける特定教育・保

育（同法第２７条第１項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。）

に係る利用者負担額  

イ  特別利用保育（子ども・子育て支援法第２８条第１項第２号に規定
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する特別利用保育をいう。以下同じ。）に係る利用者負担額  

（２） 満３歳未満保育認定子ども（子ども・子育て支援法第２３条第４

項に規定する満３歳未満保育認定子どもをいい、政令第４条第１項第２

号に規定する特定満３歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。）が受

ける特定教育・保育に係る利用者負担額  子ども・子育て支援法の施行

等に関する規則別表に定める額  

２  条例第６条第２項の規則で定める利用者負担額は、次の各号に掲げる保

護者等（同条第１項に規定する保護者等をいう。以下同じ。）の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。  

（１） 子ども・子育て支援法第３０条の５第３項に規定する施設等利用

給付認定保護者（同法第３０条の４第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分についての認定を受けた者を除く。）  零  

（２） 前号に掲げる保護者等以外の保護者等  別表第１に定める額  

３  条例第６条第３項の規則で定める保護者等は、教育認定子ども（政令第

４条第１項第１号に掲げる教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。）

又は満３歳以上保育認定子ども（釧路市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営の基準に関する条例（平成２６年釧路市条例第３４号）

第１３条第４項第３号ア又はイに掲げる者を除く。）の保護者等とする。  

４  条例第６条第３項の規則で定める額（以下「食費」という。）は、次の

各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

（１） 教育認定子ども  １か月当たり２００円に当該年度において給食

を提供する日数を１２で除した数を乗じて得た額（その額に１０円未満

の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額）  

（２） 満３歳以上保育認定子ども  １か月当たり４，５００円  

５  月の途中において特定教育・保育又は特別利用保育を受け始めたことそ

の他府令第５８条各号に掲げる事由のあった児童に関する食費は、前項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に掲げ

る額にその月において当該児童に給食を提供する日数を乗じて得た額（そ

の額が前項の規定による額を超える場合は、同項の規定による額）とする。  

（１） 教育認定子ども  ２００円  

（２） 満３歳以上保育認定子ども  ２２５円  

６  第１項（第１号を除く。）及び第２項の利用者負担額並びに食費（以下

「利用者負担額等」という。）は、市長が発行する納入通知書により、指

定期日までに納入しなければならない。  

（利用者負担額等の免除等）  

第１７条  保育所又は特別保育施設において行う保育を受ける児童の保護者

等が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第６条第４項の規定によ

り利用者負担額等を免除し、若しくは減額し、又はその徴収を猶予するも

のとする。  

（１） 災害により著しい被害を受けたとき。  

（２） 収入に著しい変動があったとき。  

（３） その他市長が特別な事情があると認めたとき。  

２  利用者負担額等の免除若しくは減額又はその徴収の猶予を受けようとす

る者は、利用者負担額等免除等申請書により、市長に申請しなければなら

ない。  
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第５章 特別保育事業  

第１節 一時預かり事業  

（一時預かり事業）  

第１８条  一時預かり事業による保育サービス（以下「一時預かり」という。）

は、次の保育所で行うものとする。  

名称  位置  

釧路市立芦野保育園  釧路市芦野３丁目１０番９号  

２  一時預かりに係る入所定員及び保育日数の基準は、おおむね次のとおり

とする。  

区分  条例第７条第１項の表一時預か

り事業の項第１号の規定による

一時預かり  

条例第７条第１項の表一時預か

り事業の項第２号の規定による

一時預かり  

入所定員  一日当たり１０人  一日当たり５人  

保育日数  平均週３日  １回の申請につき１２日以内  

３  一時預かりに係る保育時間及び休所日は、第１項に規定する保育所の保

育時間及び休所日による。  

第２節 休日保育事業  

（休日保育事業）  

第１９条  休日保育事業による保育サービス（以下「休日保育」という。）

を実施する保育所及びその休日保育に係る入所定員は、次のとおりとする。 

名称  入所定員（人）  位置  

釧路旭夜間保育園  １５  釧路市旭町１２番２号  

２  休日保育に係る保育時間は、午前７時３０分から午後６時３０分までと

する。  

３  休日保育を行う日（以下「休日保育日」という。）は、日曜日及び国民

の祝日に関する法律に規定する休日とする。ただし、１月１日から１月３

日までの日及び１２月２９日から１２月３１日までの日を除く。  

（休日保育の入所対象児童）  

第２０条  休日保育の入所対象児童は、次のとおりとする。  

（１） 入所児童で、休日保育日において保護者の就労等により、家庭に

おける保育が困難となるもの  

（２） 前号に準ずる児童で、市長が認めたもの  

第３節 延長保育事業  

（延長保育事業）  

第２１条  延長保育事業による保育サービス（以下「延長保育」という。）

は、市立保育所で行うものとする。  

２  延長保育に係る保育時間は、午後６時３０分から午後７時までとする。  

３  延長保育を行う日は、第１項に規定する市立保育所の開所日とする。  

（延長保育の利用対象児童）  

第２２条  延長保育の利用対象児童は、前条第１項に規定する市立保育所に

入所し、保護者の就労等により第３条第１項第１号に規定する保育時間を

超えて保育を必要とする児童とする。  

第４節 特別保育料  

（特別保育料）  

第２３条  条例第８条第１項の規定により徴収する費用（以下「特別保育料」
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という。）は、別表第２及び別表第３のとおりとする。  

２  特別保育料は、市長が発行する納入通知書により、指定期日までに納入

しなければならない。  

３  特別保育料の免除等については、第１７条の規定を準用する。  

第６章 雑則  

（実地調査）  

第２４条  市長は、保育所において保育を行うため若しくは特別保育事業を

実施するため又は利用者負担額その他徴収する費用を決定するために必要

があると認めるときは、随時に実地調査を行うことができる。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市保育に関する条例施

行規則（昭和６２年釧路市規則第３２号）、阿寒町保育所条例施行規則（平

成８年阿寒町規則第１７号）又は音別町保育所条例施行規則（昭和４３年

音別町規則第１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、そ

れぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。  

附  則（平成１７年１２月１日規則第２８３号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１８年３月３１日規則第５６号）  

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。  

附  則（平成１８年６月９日規則第６２号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１９年１月１１日規則第１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１９年２月２１日規則第６号）  

この規則は、公布の日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。  

附  則（平成１９年３月３０日規則第３７号）  

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成１９年６月１４日規則第８２号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１（４）徹別保育所及

び仁々志別保育所の表備考第１項及び第２項の規定は、平成１９年４月１日

から適用する。  

附  則（平成２０年３月３１日規則第２３号）  

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

附  則（平成２０年６月１３日規則第５３号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１（４）徹別保育所及

び仁々志別保育所の表備考の規定は、平成２０年４月１日から適用する。  

附  則（平成２０年８月２０日規則第５６号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２０年１０月２日規則第６４号）  

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。  

附  則（平成２１年３月３１日規則第２４号）  

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。  
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附  則（平成２１年６月４日規則第４０号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行

規則の規定は、平成２１年４月１日から適用する。  

附  則（平成２１年８月７日規則第４７号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２２年３月３１日規則第２１号）  

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。  

附  則（平成２２年６月７日規則第４７号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行

規則の規定は、平成２２年４月１日から適用する。  

附  則（平成２３年３月３１日規則第２９号）  

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則（平成２３年６月７日規則第４３号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行

規則の規定は、平成２３年４月１日から適用する。  

附  則（平成２４年３月３１日規則第１９号）  

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。  

附  則（平成２５年３月２９日規則第１６号）  

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則（平成２５年７月３１日規則第３８号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行

規則の規定は、平成２５年４月１日から適用する。  

附  則（平成２６年３月３１日規則第１６号）  

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年７月１日規則第３６号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路市保育に関する条例施行

規則の規定は、平成２６年４月１日から適用する。  

附  則（平成２６年９月３０日規則第３８号）  

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。  

附  則（平成２６年９月３０日規則第３９号）  

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。  

附  則（平成２６年１２月３０日規則第４６号）  

この規則は、平成２７年１月１日から施行する。  

附  則（平成２７年３月３１日規則第２１号）  

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年３月３１日規則第２７号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表第１から別表第４までの規定は、この規則の施行の日以後

に行われる保育について適用し、同日前に行われた保育については、なお

従前の例による。  

附  則（平成２９年１月６日規則第１号）  

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２９年３月３１日規則第７号）  
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（施行期日）  

１  この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表第１から別表第３までの規定は、この規則の施行の日以後

に行われる保育について適用し、同日前に行われた保育については、なお

従前の例による。  

附  則（平成２９年６月２３日規則第１９号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２９年１２月１日規則第２６号）抄  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

（釧路市保育に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の釧路市保育に関する条例施行規則別表第１

の規定は、平成２９年４月１日以後に行われる保育について適用し、同日

前に行われた保育については、なお従前の例による。  

附  則（平成３０年３月３０日規則第１７号）  

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

附  則（平成３０年８月３１日規則第３６号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成３０年９月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表第３の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育に

ついて適用し、同日前に行われた保育については、なお従前の例による。  

附  則（平成３１年３月２９日規則第１３号）  

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

附  則（令和元年９月２７日規則第１０号）抄  

（施行期日）  

１  この規則は、令和元年１０月１日から施行する。  

（釧路市保育に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置）  

４  第２条の規定による改正後の釧路市保育に関する条例施行規則（以下「改

正後の保育規則」という。）の規定は、施行日以後に市立保育所において

行われる特定教育・保育等（特定教育・保育及び特別利用保育（法第２８

条第１項第２号に規定する特別利用保育をいう。以下同じ。）をいう。以

下この項及び次項において同じ。）及び釧路市立仁々志別保育所（以下「仁々

志別保育所」という。）において行われる保育について適用し、施行日前

に市立保育所において行われた特定教育・保育等及び仁々志別保育所にお

いて行われた保育については、なお従前の例による。  

５  施行日の前日に市立保育所において行われた特定教育・保育等を受け、

かつ、施行日以後引き続き市立保育所において行われる特定教育・保育等

を受ける児童のうち、特定被監護者等が３人以上いる場合の教育・保育給

付認定保護者に係る次に掲げるもの（当該特定被監護者等のうち最年長者

及び２番目の年長者である者を除く。）に関する釧路市保育に関する条例

（平成１７年釧路市条例第１０２号）第６条第３項の規則で定める額は、

改正後の保育規則第１６条第４項及び第５項の規定にかかわらず、零とす

る。  
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（１） 教育認定子どもであって、当該教育・保育給付認定保護者及び当

該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税

所得割合算額が７７，１０１円以上１０２，００１円未満であるもの  

（２） 満３歳以上保育認定子どもであって、当該教育・保育給付認定保

護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る

市町村民税所得割合算額が５７，７００円以上７８，６００円未満（当

該教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一

の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合にあっては、７７，１０

１円以上７８，６００円未満）であるもの  

附  則（令和３年３月３１日規則第１５号）  

この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

別表第１（第１６条関係）  

仁々志別保育所に係る利用者負担額  

各月初日の特別保育施設利用保護者（特別保

育施設において行う保育を受ける児童の保護

者をいう。以下同じ。）の階層区分  

利用者負担額

（月額）  

入所料  

階層区分  階層の定義  

A 生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）第６条第１項に規定する被保

護者（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律施行令（平成８年

政令第１８号。以下「中国残留邦人

等支援法施行令」という。）第２２

条第２４号の規定により被保護者

とみなされる者を含む。以下同

じ。）、法第６条の３第８項に規定

する小規模住居型児童養育事業を

行う者又は法第６条の４に規定す

る里親である特別保育施設利用保

護者  

０円  ０円  

B A階層及び C階層を除く特別保育施

設利用保護者  

３，０００円  ０円  

C A階層を除き、特別保育施設利用保

護者又は当該特別保育施設利用保

護者と同一の世帯に属する者が市

町村民税所得割（保育のあった月の

属する年度（保育のあった月が４月

から８月までの場合にあっては、前

年度）分の地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の規定による市町村

民税（同法の規定による特別区民税

を含む。）の同法第２９２条第１項

第２号に掲げる所得割（同法第３２

６，０００円  ３，０００円  
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８条の規定によって課する所得割

を除く。）をいう。以下同じ。）を

課される者（同法第２９２条第１項

第１１号イ中「夫と死別し、若しく

は夫と離婚した後婚姻をしていな

い者又は夫の生死の明らかでない

者で政令で定めるもの」とあるのを

「婚姻によらないで母となつた女

子であつて、現に婚姻（届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の

事情にある場合を含む。）をしてい

ないもの」と読み替えた場合に同法

第２９５条第１項（第２号に係る部

分に限る。以下この項において同

じ。）の規定により当該所得割が課

されないこととなる者及び同法第

２９２条第１項第１２号中「妻と死

別し、若しくは妻と離婚した後婚姻

をしていない者又は妻の生死の明

らかでない者で政令で定めるもの」

とあるのを「婚姻によらないで父と

なつた男子であつて、現に婚姻（届

出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある場合を含む。）

をしていないもの」と読み替えた場

合に同法第２９５条第１項の規定

により当該所得割が課されないこ

ととなる者を除く。）である場合に

おける当該特別保育施設利用保護

者  

備考  

１  特別保育施設利用保護者又は当該特別保育施設利用保護者と同一の

世帯に属する者が特別保育施設において行う保育のあった月において

要保護者等（政令第４条第２項第６号に規定する要保護者等をいい、

中国残留邦人等支援法施行令第２２条第２４号の規定により要保護者

とみなされる者を含む。以下同じ。）に該当する場合における当該特

別保育施設利用保護者に関するこの表の適用については、Bの項中「３，

０００円」とあるのは「０円」と、 Cの項中「６，０００円」とあるの

は「６，０００円（特別保育施設利用保護者又は当該特別保育施設利

用保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税所得割の額

（政令第４条第２項第２号の内閣府令で定める規定による控除をされ

るべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。）を合算し

た額（以下この項において「市町村民税所得割合算額」という。）が

７７，１０１円未満である場合にあっては、２，５００円）」と、「３，

０００円」とあるのは「３，０００円（市町村民税所得割合算額が７
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７，１０１円未満である場合にあっては、１，５００円）」とする。  

２  ９歳に達する日の属する年度の末日までの児童（以下「小学校第３

学年修了前児童」という。）が同一世帯に２人以上いる場合の特別保

育施設利用保護者に係る次の各号に掲げる特別保育施設入所児童（特

別保育施設において行う保育を受ける児童をいう。以下同じ。）に関

する利用者負担額は、この表（前項を含む。第１号において同じ。）

の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。  

（１） 当該世帯の小学校第３学年修了前児童のうち年齢が最も高い

児童（以下「第１年長児童」という。）以外の児童のうち、年齢が最

も高い児童（以下「第２年長児童」という。）である特別保育施設入

所児童 当該特別保育施設入所児童に関してこの表の規定により算

定される額に１００分の５０を乗じて得た額  

（２） 第１年長児童及び第２年長児童以外の特別保育施設入所児童  

零  

３  特定被監護者等（特別保育施設利用保護者に監護される者、特別保

育施設利用保護者に監護されていた者及び特別保育施設利用保護者又

はその配偶者の直系卑属であって、特別保育施設利用保護者と生計を

一にするものをいう。以下この表において同じ。）が２人以上いる場

合の特別保育施設利用保護者に係る次の各号に掲げる特別保育施設入

所児童に関する利用者負担額は、市町村民税所得割合算額（特別保育

施設利用保護者又は当該特別保育施設利用保護者と同一の世帯に属す

る者についての市町村民税所得割の額（政令第４条第２項第２号の内

閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該

金額を加算した額とする。）を合算した額をいう。以下この表におい

て同じ。）が５７，７００円未満であるときは、この表（前２項を含

む。）の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。  

（１） 次のア又はイに掲げる特別保育施設入所児童  この表（備考

第１項を含み、前項を除く。）の規定により算定される額に１００分

の５０を乗じて得た額（この表の B階層に属する特別保育施設利用保

護者に係る特別保育施設入所児童にあっては、零）  

ア  特別保育施設利用保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就

学前子ども（小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下この

表において同じ。）以外の者が１人のみである場合における最年長

小学校就学前子ども（当該特別保育施設利用保護者に係る小学校就

学前子どものうち最年長者をいう。以下この表において同じ。）で

ある特別保育施設入所児童  

イ  特別保育施設利用保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校

就学前子どもの場合における次年長小学校就学前子ども（最年長小

学校就学前子どもを除く当該特別保育施設利用保護者に係る小学

校就学前子どものうち最年長者をいう。以下この表において同じ。）

である特別保育施設入所児童  

（２） 次のアからウまでに掲げる特別保育施設入所児童  零  

ア  特別保育施設利用保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校

就学前子ども以外の者が２人以上いる場合における最年長小学校

就学前子どもである特別保育施設入所児童  
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イ  特別保育施設利用保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校

就学前子ども以外の者がいる場合における次年長小学校就学前子

どもである特別保育施設入所児童  

ウ  最年長小学校就学前子ども及び次年長小学校就学前子どもを除

く当該特別保育施設利用保護者に係る小学校就学前子どもである

特別保育施設入所児童  

４  特別保育施設利用保護者又は当該特別保育施設利用保護者と同一の

世帯に属する者が特別保育施設において行う保育のあった月において

要保護者等に該当する場合における当該特別保育施設利用保護者に関

する前項の規定の適用については、同項中「５７，７００円未満」と

あるのは「７７，１０１円未満」と、「当該各号に定める額」とある

のは「零」とする。  

５  特定被監護者等が３人以上いる場合の特別保育施設利用保護者に係

る次の各号に掲げる特別保育施設入所児童に関する利用者負担額は、

市町村民税所得割合算額が５７，７００円以上７８，６００円未満（特

別保育施設利用保護者又は当該特別保育施設利用保護者と同一の世帯

に属する者が特別保育施設において行う保育のあった月において要保

護者等に該当する場合にあっては、７７，１０１円以上７８，６００

円未満）であるときは、この表（備考第２項を含む。）の規定にかか

わらず、当該各号に定める額とする。  

（１） 備考第３項第１号ア又はイに掲げる特別保育施設入所児童  

この表（備考第２項を除く。）の規定により算定される額に１００分

の５０を乗じて得た額  

（２） 備考第３項第２号アからウまでに掲げる特別保育施設入所児

童  零  

６  利用者負担額は、出席日数にかかわらず減額しない。ただし、保育

所の都合による全月休所の場合又は特別保育施設入所児童が第１５条

第１号に定める感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、若

しくはかかるおそれがあるときの登所停止若しくは所長の許可を得た

休所で全月にわたる場合は、これを減額する。  

別表第２（第２３条関係）  

一時預かり事業に係る特別保育料  

各月初日の一時預かり事業利用保護者（一時

預かり事業により行う保育を受ける児童の保

護者をいう。以下同じ。）の階層区分  

徴収額（日額）  

階層区分  階層の定義  ３歳未満児  ３歳以上児  

A 生活保護法第６条第１項に規定す

る被保護者、法第６条の３第８項に

規定する小規模住居型児童養育事

業を行う者又は法第６条の４に規

定する里親である一時預かり事業

利用保護者  

０円  ０円  

B A階層を除く一時預かり事業利用保

護者  

１，６００円  １，０００円  

備考  この表において「３歳未満児」とは、満３歳に達する日以後の最初
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の３月３１日までの間にある児童をいい、「３歳以上児」とは、小学校

就学の始期に達するまでの児童のうち、３歳未満児以外のものをいう。  

別表第３（第２３条関係）  

延長保育事業に係る特別保育料  

各月初日の教育・保育給付認定保護者（子ど

も・子育て支援法第２０条第４項に規定する

教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。）

の階層区分  

徴収額（１時間当たり）  

階層区分  階層の定義  

A 政令第４条第２項第８号に掲げる

教育・保育給付認定保護者（中国残

留邦人等支援法施行令第２２条第

２４号の規定により被保護者とみ

なされる教育・保育給付認定保護者

を含む。）  

１００円  

B 政令第４条第２項第１号から第７

号までに掲げる教育・保育給付認定

保護者  

２００円  

 


